
長野工業高等専門学校専攻科運営委員会規則 

 

制  定 平成17年４月１日 

最終改正 令和７年12月９日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，長野工業高等専門学校（以下「本校」という。）内部組織規則第

17条第２項の規定に基づき，本校専攻科運営委員会（以下「委員会」という。）の組

織及び運営等に関し必要な事項を定める。  

 

（業務） 

第２条 委員会は，次に掲げる業務を行う。 

一 教育課程の編成及び実施に関すること。 

二 教育計画の立案及び授業時間の編成に関すること。 

三 入学，退学，休学，復学及び修了に関すること。 

四 試験及び学業成績に関すること。 

五 専攻科生の支援に関すること。 

六 所掌する業務の自己点検・評価に関すること。 

七 その他専攻科の運営に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

一 専攻科長 

二 専攻長 

三 校長が必要と認める者 

四 学生課長 

２ 前項第三号に規定する委員は，校長が指名する。 

 

（任期） 

第４条 前条第１項第三号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員

が生じたときの後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を召集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，専攻長がその職務を代行する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長は，必要あると認めたときは，第３条に規定する委員以外の者を委員

会に出席させ，意見を聴くことができる。 



 

（委員会の運用） 

第７条 委員会は，他の委員会と密接な関連があり調整を必要とする場合，又は他の

委員会で審議することがふさわしいと判断した場合は，それぞれ調整し，又は審議

を依頼することができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，学生課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 委員会の審議事項のうち重要な事項については，本校執行会議の議を経なけ

ればならない。 

２ この規則の定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

２ 長野工業高等専門学校専攻科運営委員会規程（平成15年４月１日制定）は廃止

する。 

 

附 則 

この規則は，平成21年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は，平成23年４月１日から施行する。（内部組織規則の改定関係（第１条）） 

 

   附 則 

 この規則は，令和３年２月１日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年７月４日 一部改正） 

この規則は，令和４年７月４日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和７年５月29日 一部改正） 

この規則は，令和７年５月29日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和７年12月９日 一部改正） 

この規則は，令和７年12月９日から施行する。 


